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買
い
取
り
業
者
に
買
い
取
ら
せ
た

ら
、
収
益
は
上
が
る
が
処
分
の
仕

方
に
疑
問
が
残
る
。
例
え
ば
建
設

廃
材
の
場
合
、
処
分
業
者
の
許
可

や
最
終
処
分
場
を
持
っ
て
い
る
か

な
ど
の
後
追
い
を
し
て
証
明
を
出

さ
せ
て
い
る
と
思
う
が
、
今
も

や
っ
て
い
る
の
か
。

市
の
建
設
工
事
現
場
か
ら
排

出
さ
れ
る
建
設
廃
棄
物
は
、
建
設

副
産
物
適
正
処
理
推
進
要
綱
に
基

づ
き
、
再
利
用
の
促
進
と
適
正
処

理
の
推
進
に
努
め
て
い
る
。
発
注

者
で
あ
る
市
は
、
工
事
発
注
に
当

た
り
、
適
正
費
用
の
負
担
と
明
確

な
指
示
を
行
い
、
建
設
副
産
物
の

発
生
の
抑
制
や
分
別
解
体
な
ど
、

建
設
廃
棄
物
の
再
資
源
化
と
適
正

処
理
の
促
進
に
努
め
て
い
る
。
ま

た
、
現
場
の
工
事
の
監
督
行
為
で

は
、
許
可
を
得
た
産
業
廃
棄
物
収

集
運
搬
業
者
や
産
業
廃
棄
物
処
理

業
者
等
と
直
接
契
約
し
、
排
出
に

当
た
っ
て
は
一
部
例
外
を
除
い
て

産
業
廃
棄
物
管
理
票
に
よ
り
、
最

終
処
分
の
完
了
を
確
認
し
て
い
る
。

産
業
廃
棄
物
管
理
票
は
、
一
般
的

に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
呼
ば
れ
、
廃

棄
物
の
委
託
処
理
に
お
け
る
責
任

の
明
確
化
と
、
廃
棄
物
が
適
正
に

処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
し

て
、
不
法
投
棄
な
ど
の
未
然
防
止

を
目
的
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

建
設
廃
材
の
場
合
と
同
じ
く

パ
ソ
コ
ン
に
つ
い
て
も
不
法
投
棄

と
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て

も
ら
い
た
い
が
、
同
様
に
、
太
陽

光
発
電
設
備
に
関
し
て
は
、
将
来

の
廃
棄
ま
で
を
念
頭
に
置
い
て
設

置
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
将
来
廃

棄
物
に
な
っ
た
場
合
は
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

太
陽
光
パ
ネ
ル
の
法
定
耐
用

年
数
は
17
年
だ
が
、
実
際
の
耐
久

年
数
は
、
試
験
結
果
や
メ
ー
カ
ー

保
証
か
ら
お
お
む
ね
20
年
と
さ
れ

て
い
る
。
使
用
で
き
な
く
な
っ
た

設
備
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
平

成
28
年
３
月
に
環
境
省
が
「
太
陽

光
発
電
設
備
の
リ
サ
イ
ク
ル
等
の

推
進
に
向
け
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

を
整
備
し
た
。
当
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
沿
っ
て
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者

に
委
託
し
、
関
係
法
令
に
十
分
留

意
し
て
適
切
な
処
理
を
行
い
た
い
。

市
が
設
置
し
て
い
る
太
陽
光

発
電
設
備
は
、
点
検
義
務
の
な
い

50
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
が
ほ
と
ん
ど

だ
と
思
う
が
、
点
検
は
し
て
い
る

の
か
。平

成
18
年
度
か
ら
７
施
設
に

設
置
し
て
お
り
、
現
在
、
全
て
の

設
備
に
お
い
て
専
門
業
者
に
よ
る

定
期
点
検
を
実
施
し
て
い
る
。
な

お
、
10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
50
キ
ロ

ワ
ッ
ト
未
満
の
一
般
用
電
気
工
作

物
の
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
が
安

全
に
使
用
で
き
る
こ
と
を
目
的
に
、

一
般
社
団
法
人
太
陽
光
発
電
協
会

が
「
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
保
守

点
検
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
作
成
し

て
い
る
。　

一般質問
田
中
か
ず
と
も

田
中
か
ず
と
も

（
新
星
橿
原
）

橿
原
市
内
に
建
設
が

計
画
さ
れ
て
い
る

場
外
（
馬
券
）
売
り
場

市
内
に
場
外
発
売
所
の
設
置

計
画
が
あ
る
が
、
主
催
者
は
誰
か
。

一
般
的
に
は
、
Ｊ
Ｒ
Ａ
、
地

方
競
馬
を
主
催
す
る
組
合
の
ほ
か
、

地
域
や
場
所
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

な
民
間
の
事
業
者
が
主
催
者
と
な

っ
て
お
り
、
当
該
施
設
の
所
有
者

で
あ
る
民
間
の
事
業
者
に
な
る
と

考
え
て
い
る
。

競
馬
を
含
め
て
公
営
競
技
は

ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。

競
輪
、
オ
ー
ト
レ
ー
ス
、
競

馬
、
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
の
４
種
類
の

公
営
競
技
が
あ
る
。

公
営
競
技
の
場
外
発
売
所
と

は
ど
の
よ
う
な
施
設
か
。

公
営
競
技
が
行
わ
れ
て
い
る

競
走
場
以
外
で
観
戦
ま
た
は
参
加

で
き
る
施
設
の
こ
と
で
あ
り
、
投

票
券
の
発
売
や
、
モ
ニ
タ
ー
な
ど

で
レ
ー
ス
中
継
を
観
戦
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

施
設
の
計
画
場
所
、
概
要
は
。

ツ
イ
ン
ゲ
ー
ト
橿
原
に
計
画

さ
れ
て
い
る
。
競
輪
と
地
方
競
馬

の
複
合
型
の
場
外
発
売
所
と
し
て

計
画
さ
れ
て
お
り
、
北
側
の
建
物

内
の
１
階
約
２
５
０
坪
に
地
方
競

馬
の
場
外
発
売
所
、
２
階
に
同
様

の
面
積
で
競
輪
の
場
外
発
売
所
が

計
画
さ
れ
て
い
る
。
営
業
期
間
は
、

基
本
的
に
年
中
無
休
、
営
業
時
間

は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
９
時
ま

で
の
12
時
間
で
あ
る
。
来
場
者
数

は
、
１
日
当
た
り
約
５
０
０
人
程

度
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

実
際
に
は
も
う
少
し
来
場
者

数
が
多
い
と
思
う
が
、
来
場
者
数

の
根
拠
は
。

事
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
事

業
計
画
の
概
要
に
、
推
測
来
場
者

数
は
１
日
を
通
し
て
５
０
０
人
と

の
記
載
が
あ
っ
た
が
、
根
拠
と
な

る
数
字
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
国

内
同
等
施
設
の
来
場
者
数
を
調
べ

た
と
こ
ろ
、
静
岡
県
内
の
某
市
で
、

新
設
場
外
発
売
所
の
初
日
来
場
者

数
が
６
０
０
人
余
り
で
あ
り
、
大

き
く
乖
離
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

５
０
０
人
程
度
と
の
数
字
は
平
日

を
含
め
た
平
均
の
よ
う
で
あ
り
、

週
末
の
来
場
者
数
は
、
も
う
少
し

多
く
な
る
と
推
測
さ
れ
る
。

場
外
発
売
所
の
立
地
及
び
設

置
の
基
準
は
。
ま
た
、
許
可
権
者

は
誰
か
。

計
画
場
所
は
、
都
市
計
画
法

上
は
特
に
問
題
が
な
い
エ
リ
ア
で

あ
り
、
建
築
基
準
法
上
も
特
に
問

題
は
な
い
。
奈
良
県
警
に
確
認
を

し
た
が
、
風
俗
営
業
法
の
許
可
等

は
不
要
と
の
こ
と
で
あ
る
。
競
馬

の
場
外
発
売
所
設
置
の
際
に
は
、

競
馬
法
施
行
規
則
に
基
づ
く
場
外

設
備
の
位
置
等
の
基
準
に
適
合
さ

せ
る
必
要
が
あ
り
、「
学
校
そ
の

他
の
文
教
施
設
及
び
病
院
そ
の
他

の
医
療
施
設
か
ら
適
当
な
距
離
を

有
し
、
文
教
上
又
は
保
健
衛
生
上

著
し
い
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
な

い
」
位
置
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
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